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 Bifenazate: Submission in Support of the Nomination 
of Codex Interim MRLs, prepared by the Delegation of the USA - Request for Comments on the 
Materials for Review in Support of Establishment of Codex Interrim MRLs for Safer Replacement 
Pesticides, Codex Alimentarius Commission, CL2004/48-PR, September 2004.
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答申（案）

ビフェナゼート

食品名

ばれいしよ 0.05

さといも類 0.05

やまいも 0.05

トマト １

きゆうり 0.75

かぼちや 0.7

すいか 0.3

メロン類果実 0.3

その他のうり科野菜（注1）

マルメロ １

びわ １

もも ２

あんず ３

うめ ３

かき 1

バナナ

マンゴー 0.2

綿実 １

みかんの果皮 10

その他のスパイス(注２）（みかんの果皮を除く） 25

その他のハーブ(注３)（スペアミント及びペパーミントを除く） 25

牛の筋肉 0.01
豚の筋肉 0.01
羊の筋肉

馬の筋肉

山羊の筋肉

その他の陸棲哺乳類に属する動物(注４)の筋肉 0.01
羊の脂肪

馬の脂肪

山羊の脂肪

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1

牛の肝臓 0.01
豚の肝臓 0.01
羊の肝臓

馬の肝臓

山羊の肝臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01

牛の腎臓 0.01
豚の腎臓 0.01
羊の腎臓

馬の腎臓

山羊の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01

残留基準値
（案）
ppm



牛の食用部分 0.01
豚の食用部分 0.01
羊の食用部分

馬の食用部分

山羊の食用部分

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01

乳 0.01

鶏の筋肉 0.01

その他の家きん（注５）の筋肉 0.01

鶏の脂肪 0.01

その他の家きんの脂肪 0.01

鶏の肝臓 0.01

その他の家きんの肝臓 0.01

鶏の腎臓 0.01

その他の家きんの腎臓 0.01

鶏の食用部分 0.01

その他の家きんの食用部分 0.01

鶏の卵 0.01

その他の家きんの卵 0.01

干しぶどう 2

（注５）その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

注）
　農産物及び畜産物（脂肪）の残留基準値（印なし）は、ビフェナゼート(イソプロピル＝(4-メトキシ
ビフェニル-3-イル)ヒドラジノホルマート)及びイソプロピル=(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニ
ルホルマートの総和をビフェナゼートとして示す。
　畜産物（脂肪を除く。）の残留基準値（※）は、ビフェナゼート(イソプロピル＝(4-メトキシビフェニ
ル-3-イル)ヒドラジノホルマート)、イソプロピル=(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニルホルマー
ト、4-ヒドロキシビフェニル及び4-スルファトビフェニルの総和をビフェナゼートとして示す。

（注1）その他のうり科野菜とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果
実、まくわうり以外のものをいう。

(注２)その他のスパイスとは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パ
プリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

(注３)その他のハーブとは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及
びセロリの葉以外のものをいう。

(注４)その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外の
ものをいう。




